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１．基本方針 

 バス事業においてはバス運転安全規範を定め、以下の綱領を安全意識における

軸として「安全輸送の確保・絶対無事故」に取り組みます。 

 

バス運転安全規範 綱領 

１．安全は輸送業務の最大の使命である。 

２．安全の確保は規程の厳守から始まり不断の修練によって築きあげられる。 

３．確認の励行と連絡の徹底は安全の確保に最も大切である。 

４．安全確保のためには職責をこえて一致協力しなければならない。 

５．疑わしいときは手落ちなく考えて最も安全と認められるみちを採らなければ

ならない。 

 

２．２０１６年度安全目標 

   経営トップから現場の従業員に至るまで全員が一丸となって「安全、安心、信

頼されるバス」を目指し、「計画・行動・チェック・改善」を引き続き行い、安全

性の向上を図る安全マネジメント体制の構築と事故の芽情報（ヒヤリ・ハット）

及び危険箇所の整理、分析に取り組み、危険因子の排除を行なっていきたいと存

じます。また、事故惹起者につきましては追指導を確実に行い、事故の再発防止

に努めております。 

２０１５年度の安全目標を達成することができなかったため本年度につきまし

ても重大事故発生件数０及び有責事故アンダー１０を目標とし事故の撲滅に努め

てまいります。 

 

有効性の検証／評価

情報収集・リスク評価、
対策措置の計画

リスク管理の計画・
対応措置の実施

ＰＤＣＡサイクルＡ Ｃ Ｔ
（　改　善　）

見直しと改善

Ｐ Ｌ Ａ Ｎ
（　計　画　）

Ｃ Ｈ Ｅ Ｃ Ｋ
（チェック）

Ｄ Ｏ
（　行　動　）
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月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

2015年　月間安全目標

車両後退時の事故発生「ゼロ」

二輪車との事故・ヒヤリハット「ゼロ」

車内事故の発生「ゼロ」

交通信号の100％遵守

2015年　自動車部　月間安全目標

 

 

※運転士への浸透を図るため数ヶ月毎に目標を定め、事故防止に努めております。 

 

３．輸送の安全に関する目標及び目標の達成状況 

 

２０１５年度目標及び目標の達成状況 

   ２０１５年度、四国運輸局への届出が必要な事故、車両故障等の発生件数は下

記の通りです。 

   

【重大事故の定義】 

重大事故とは自動車事故報告規則第二条に定められている事故を指します。 
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（１）重大事故発生件数  

目標件数 発生件数 死傷者（死亡者） 

０件 １件 ０名（０） 

※弊社が第一当事者となる事故等は１件 

    

  （２）災害（地震や暴風雨による被害） 

     積雪、台風の影響により高速バス、貸切バスが合計１２８便運休致しまし

た。 

 

  （３）インシデント（事故の兆候） 

     四国運輸局へのインシデント報告はありませんでした。 

 

  （４）行政指導等 

     四国運輸局からの文書警告 １件 

       

弊社バス部門乗務監督１名およびガイド１名が貸切バスの出張先で不正な機器

を使用してアルコール検査を行う事案が発生いたしました。当該事案発生に伴い、

四国運輸局より文書警告を受けましたため、アルコール検査方法の見直しやコン

プライアンス研修の強化等により再発防止に努めております。 

 

  ２０１６年度目標 

（１）重大事故発生件数                       ０件 

有責事故件数                      １０件以下 

 

（２）インシデント（事故の兆候）                  ０件 

   

（３）輸送の安全に関する予算額                                       

     安全管理体制強化に伴う投資予算         ２６９,７００千円 

 

 

４．輸送の安全確保のための取組み 

  ２０１５年度 

  （１）安全投資 

   ２０１２年１２月より本人認証を確実にするため、カメラ機能が付いた新型ア

ルコール検知器を全営業所に設置し、飲酒運転防止を徹底しております。 

従来から実施しております高速バス・貸切バスの遠隔時での携行型のアルコー

ル検知器を用いた電話点呼の方法について、正面の写真のみ撮影し営業所にて確

認していましたが、手元での不正防止のため横方向からの写真も撮影し２方向か
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らの確認を実施することとしたほか、吹き込みストローには直接手を触れないよ

うに検査マニュアルを改め、遠隔地における点呼の運用を変更いたしました。加

えて、宿泊先での到着時のアルコール検査以外に時間を空けた上で複数回の確認

を実施するなど、厳正な点呼のもと飲酒運転及び未然の事故防止に努めておりま

す。 

 

   また、車両購入時には、デジタルタコグラフ内蔵型のドライブレコーダーを導

入し、ヒヤリハット・事故情報を集約し、事故防止に役立てているほか、高速バ

ス・貸切バス車両についてはＰＣＳ（衝突被害軽減ブレーキシステム）等を装備

した最新車両の導入を行っております。その他にもインターネット運転適性診断

「ナスバネット」を導入しており、各運転士の事故防止に対する更なる意識の向

上を図っております。 

 

― 安全に関する投資 ― 

◆全営業所設置のアルコール検知器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆携行型アルコール検知器  
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◆ドライブレコーダー（映像）       ◆ナスバネット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ドライブレコーダー車載器        ◆車載カメラ 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

◆ＰＣＳ（衝突被害軽減ブレーキシステム） 
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◆車線逸脱警報装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ドライバーモニター 

 

 

   

（２）訓練 

年末年始の輸送等に関する安全総点検、春と秋の全国交通安全運動、そして、

当社独自で定めております運転事故撲滅週間（毎年９月２１日～９月３０日）で

事故防止の各種教育訓練を実施しております。その内容としましては、緊急事態

に備え、年２回緊急時対応訓練を実施したほか、平成２８年２月にバス部門全乗

務員を対象に、コンプライアンス意識の高揚と飲酒ルールの再確認と再徹底を目

的とした研修を実施いたしました。 

   また、２年に１回の受講が義務付けられている運行管理者一般講習については、

運行管理者全員が毎年受講しており、一般の運転士につきましても、新人運転士、

段階別などの経験に応じた講習を実施し、継続して事故防止に努めております。 
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― 安全確保への訓練・教育 ― 

 

訓 練 実 施 時 期 訓　練　場　所 訓　練　概　要

2015年4月 松山室町営業所 高速路線講習（高知線）

2015年4月 松山室町営業所 高速路線講習（岡山線）

2015年4月 森松営業所 新人運転士3ヶ月講習

2015年5月 松山室町営業所 高速路線講習（福山線）

2015年5月 松山室町営業所 高速路線講習（京都線）

2015年5月 松山室町営業所 高速路線講習（高松線）

2015年5月 松山斎院営業所 新人運転士1年講習

2015年6月 松山室町営業所 高速路線講習（高知線）

2015年7月 松山室町営業所 高速路線講習（徳島線）

2015年7月 松山室町営業所 高速路線講習（福山線）

2015年7月 松山室町営業所 高速路線講習（高松線）

2015年7月 松山室町営業所 新人運転士3ヶ月講習

2015年9月 松山室町営業所 高速路線講習（神戸線）

2015年9月 松山室町営業所 高速路線講習（高知線）

2015年9月 松山室町営業所 高速路線講習（高松線）

2015年9月 松山室町営業所 新人運転士3ヶ月講習

2015年9月 松山斎院営業所 接遇訓練　事故防止訓練

2015年10月 松山室町営業所 高速路線講習（大阪線）

2015年10月 松山斎院営業所 新人運転士6ヶ月講習

2015年11月 松山室町営業所 高速路線講習（岡山線）

2015年11月 松山斎院営業所 新人運転士1年講習

2015年12月 松山室町営業所 高速路線講習（高松線）

2015年12月 松山室町営業所 新人運転士6ヶ月講習

2015年12月 高浜駅周辺 南海トラフ地震想定訓練

2016年1月 松山室町営業所 チェーン講習

2016年1月 松山室町営業所 高速路線講習（京都線）

2016年1月 松山室町営業所 高速路線講習（大阪線）

2016年1月 松山斎院営業所 新人運転士3ヶ月講習

2016年1月 松山斎院営業所 新人運転士1年講習

2016年2月 松山室町営業所 高速路線講習（高知線）

2016年2～3月 松山斎院営業所 事故防止・コンプライアンス研修

2016年3月 松山室町営業所 高速路線講習（福山線）

2016年3月 松山室町営業所 高速路線講習（高松線）

2016年3月 松山斎院営業所 新人運転士6ヶ月講習  
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― 緊急時を想定した訓練 ― 

◆チェーン講習 

 

 

 

 

 

 

   

 

 ◆緊急時対応訓練 

 

◆緊急時対応訓練・コンプライアンス研修 

  

 

― 新人運転士を対象とした講習 ― 

 

 ◆新人運転士研修     
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 【南海トラフ地震想定 津波避難訓練】 

 

実施日：平成２７年１２月１７日（木） 

 

場所：高浜駅 

 

参加人員：約５０名 自動車課 高浜連絡バス運転士 

運輸課  高浜駅係員・運転指令所・浸水想定区域内駅務員 

乗務課  乗務員 

施設課  保線係・電路係 

車両課  係員 

※本社より安否確認システムにて全社員へメール発信。 
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（３）事故防止対策 

   監督者会議を実施し、事故の原因解明及び防止対策を話し合い、バス運転士の

指導に役立てております。また、月一回の定例所長会においても各営業所からの

ドライブレコーダーによるヒヤリハット情報を収集、解析し、事故防止に役立て

ております。 

 

 （４）テロ・バスジャック対策 

  ①社内教育 

実設訓練、緊急時対応訓練等の実施により、発生時の対応についても指導して

おります。 

   

  ②ポスター、チラシによる注意喚起 

   主要バス停、営業所等にポスターを掲示し、不審物・不審者の発見、通報につ

いてお客様のご協力をお願いしております。 

 

◆テロ・バスジャックに関するお知らせ 

    

 

５．輸送の安全に関する内部監査について 

（１）監査目的 

   輸送の安全に関する監査を実施し、各営業所の管理体制を検証いたしました。 

 

（２）実施者 

   内部監査員 

 

（３）実施内容 

   運輸安全マネジメントの実施状況について確認いたしました。 

 

（４）監査結果 

   改善事項は無く適正であることが確認されました。 
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― 運輸安全マネジメント内部監査の実施 ― 

 ◆トップインタビュー           ◆バス部門への内部監査 

 

６．当社の安全管理体制 

   ２００６年１０月に「安全管理規程」を制定して、社長をトップとした安全管

理組織を構築し運用しております。 

 

 （１）組織図等 

 

バス関係組織図 

   

 

   

乗務監督

乗務員

各営業所長

総務・グループ
経営推進本部長

社長

運輸事業本部長
（安全統括管理者）

自動車部次長

営業係長

事故担当係員
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 （２）各管理者の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．安全報告書へのご意見に対する連絡先 

   安全報告書へのご感想、当社の安全への取り組みに対するご意見をお寄せくだ

さい。 

  メールアドレス info @iyotetsu.co.jp 

社長 

 

輸送の安全確保に関する最終的な責任を負う。 

安全統括管理者 

 

輸送の安全確保に関する業務を統括する。 

自動車部次長 

 

安全統括管理者の指揮の下、バスに関する事項を

統括する。 

各営業所長 担当バス路線に関する事項を統括する。 

総務・グループ 

経営推進本部長 

 

輸送の安全確保に必要な設備投資、財務、要員に

関する事項を統括する。 

mailto:メールアドレス@iyotetsu.co.jp

